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公園の集会利用についての公園内行為許可申請に対する不許可処分に係る「国家賠償請求控訴 

事件」の判決について 

 

本日、公園の集会利用についての公園内行為許可申請に対する不許可処分に係る「国家賠償請求控訴事

件」の判決が東京高等裁判所から言い渡されましたので御報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事件の概要 

平成２８年６月５日に富士見公園、稲毛公園を１００名規模の集会で使用するという公園内行為許

可申請に対し、同年５月２４日に成立した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取

組の推進に関する法律」に規定される「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を行うおそれがある

と認められるため、同月３０日付けで川崎市都市公園条例第３条第４項の規定により不許可処分とし

た行為について、令和元年５月１６日付けで原告らに対し各自５００万円及びこれに対する年５分の

割合の金員の支払を求める国家賠償請求の訴訟が横浜地方裁判所川崎支部に提起され、令和５年 7 月

１１日に原告の請求棄却の判決が言い渡された事件の控訴審である。 

 

２ 当事者 

控訴人 ： 公園内行為許可申請者１名、集会参加予定者２名 

被控訴人： 川崎市 

 

３ 請求の趣旨 

(１) 原判決を取り消す。 

(２) 被控訴人は、控訴人らに対し、各５万円及びこれに対する令和元年６月８日から支払済みまで 

年５分の割合による金員を支払え。 

(３) 訴訟費用は被控訴人の負担とする。 

との判決ならびに仮執行宣言を求める。 

 

 

 

事 件 名 ：国家賠償請求控訴事件 

判決言渡し期日 ：令和６年２月２６日（月）午後１時１０分 

判 決 の 主 文  ：１ 本件控訴をいずれも棄却する。 

※主文を記載 ：２ 訴訟費用は控訴人らの負担とする。 



４ 主な争点 

(１) 原告が申請した行為（集会）が川崎市都市公園条例第３条第４項の規定に該当しないもの（公園

の利用に支障を及ぼすもの）として行った不許可処分が適法だったか。 

(２) 不許可処分を行ったことが、国家賠償法第１条の違法な行為として、本市に賠償責任が生じる

か。 

 

※川崎市都市公園条例 

第３条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければなら

ない。 

(４) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占

して利用すること。 

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が、都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限

り、第１項又は第３項の許可を与えることができる。 

 

５ 事件の経過 

 令和元年５月１６日 提訴 

 （口頭弁論等１０回） 

 令和５年７月１１日 原審判決 

 令和５年７月２１日 控訴状提出 

 （口頭弁論等３回） 

 令和６年２月２６日 控訴審判決 

 

６ 市長コメント 

国家賠償請求控訴事件について、本日、東京高等裁判所から控訴人の請求を棄却するとの判決が言い

渡されたとの報告を受けました。 

判決内容については、今後詳細を確認いたしますが、本市の主張が認められたものと考えておりま

す。 

 

 

【問合せ先】 

訴訟全般について    川崎市川崎区役所道路公園センター 

伊藤 ℡：０４４－２４４－３２０６ 

人権施策について    川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 

松本 ℡：０４４－２００－２３６９ 

都市公園の管理について 川崎市建設緑政局緑政部みどりの管理課 

押川 ℡：０４４－２００－２３９３ 


